
議案第３号    

 

町民バスダイヤ改正（案）について 

 

１ 要 旨 

  令和３年度に実施した住民アンケ―トおいて、公共交通に期待する改善点は「町民バスと県交通バ

スの接続をよくする」といった点が挙げられたこと、並びに令和４年度に実施した公共交通利用実態

調査の結果から、町民バスの発着点を利用ニーズの多いマストに修正することが望ましいとする結果

が得られたことから、発着点、運行回数、ダイヤの調整を行うもの。 

 

２ 運行内容 

（１）路線名 ①金沢小鎚線 

       ②循環線 

（２）運行を開始する日（予定日） 

    令和６年４月１日 

 （３）対象者 

    制限なし 

 （４）運 賃 

    乗車 1回につき 200 円 

        ※障害者の方や妊婦の方：半額免除(100 円)、高校生以下：全額免除(無料) 

 （５）運行日 

    年末年始（12/31～1/2）を除く日 

    ※ 長井発着は火曜日と木曜日のみ、月、水、金曜日は徳並発着 

 （６）運行本数 

    ①金沢小鎚線  平  日：１日 10 便 

            土日祝日：１日 8便 

    ②循 環 線  平  日：１日 10 便 

            土日祝日：１日６便 

    ※ ただし、お盆（8/13～15）と年末年始（12/30，1/3）は土日祝日ダイヤ 

    ※ ダイヤ（案）は別添資料２-１及び２-２のとおり 

 （７）運行経路 

    変更なし 

 （８）運行法令 

    道路運送法第４条 


